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会社の新株予約権等に関する事項
(１) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(２) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況

決議年月日 2022年11月18日

付与対象者の区分及び人数※
当社の従業員 211名
当社の子会社の従業員 ６名

新株予約権の数※
当社の従業員 2,130個 (注)１
当社の子会社の従業員 30個 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数※

普通株式 216,000株 (注)１
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の行使時の払込金額※
新株予約権１個当たり100,600円 (注)２、３
（１株当たり1,006円）

新株予約権の行使期間※
自 2024年11月19日
至 2028年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価額及び資本組入
額※

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する
資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本
金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未
満の端数は、これを切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する
資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①
に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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新株予約権の行使の条件※

①新株予約権者は、2023年９月期から2025年９月期までの各連結会
計年度（本新株予約権の割当日以後、当社が決算期末を９月末か
ら他の月末に変更した場合には、変更後の決算期に係る連結会計
年度とする。）のいずれかにおいて、当該各連結会計年度に係る有
価証券報告書に含まれる当社の連結損益計算書に記載された売上
高（本新株予約権の割当日以後、当社が会計基準を変更した場合
においては、変更後の会計基準において売上高に相当するもの）
が100億円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することがで
きる。

②上記①にかかわらず、以下のいずれかの事由に該当した場合には、
本新株予約権を行使することができない。
1 新株予約権者が、割当日から本新株予約権の権利行使時におい
て、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役、執行役
員又は使用人の地位に就いていない期間が生じた場合。ただし、
出向、任期満了による退任、定年退職など当社取締役会が正当
な理由があると認めた場合はこの限りではない。

2 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
3 新株予約権者について破産手続開始、民事再生手続開始その他
これらに類する手続開始の申立てがあった場合

4 新株予約権者が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは
競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

5 新株予約権者について、法令又は当社若しくは当社の子会社の
社内規程に違反し、又は、当社又は当社の子会社に対する背信
行為があった場合

6 新株予約権者について、当社又は当社の子会社に対して、損害
又は損害のおそれをもたらした場合

③本新株予約権について１個未満の行使をすることはできない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

新株予約権の譲渡に関する事項※
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を
要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項※

(注)４

※新株予約権の発行時（2023年２月10日）における内容を記載しております。

(注)１．新株予約権の目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、新株予約権１個当たり100株と

する。なお、付与株式数は、本議案の決議の日（以下「決議日」という。）の後、当社が当社普通株式

につき、株式分割若しくは株式併合又は当社普通株式の株式無償割当て（以下総称して「株式分割等」

という。）を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数

は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割等の比率

当該調整後付与株式数を適用する日については、(注)３の（２）①の規定を準用する。また、決議日

以降、当社が合併又は会社分割を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要

とする場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができる。なお、決議日以降、当

社が、当社普通株式の単元株式数変更（株式分割等を伴う場合を除く。以下、単元株式数変更の記載

につき同じ。）を行う場合には、当社は、当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための当
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社取締役会の決議が行われる本新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数

を合理的に調整することができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を

新株予約権原簿に記載された各本新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という。）に通知又

は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後

速やかに通知又は公告する。

２．各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本新株予約権を行使することにより交付

を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた

金額とする。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取引が

成立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」とい

う。）の平均値（１円未満の端数は切り上げる。）又は割当日の終値（当日に終値がない場合は、それ

に先立つ取引日の終値。）のいずれか高い金額とする。ただし、行使価額は(注)３に定める調整に服す

るものとする。

３．行使価額の調整

(１)割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める

算式（以下「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、こ

れを切り上げる。

① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
１

株式分割・株式併合の比率

② 当社が時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規

定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転

換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）

調整後行使価額 ＝調整前行使価額×

新規発行株式数×１株当たり払込金

額

既存発行株式数＋ １株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

ⅰ 上記行使価額調整式において使用する「時価」は、調整後行使価額が適用される日に先立つ45

取引日目に始まる30取引日（終値のない日を除く。）における上場金融商品取引所（但し、当社

普通株式を上場する金融商品取引所が複数の場合は、当該期間における当社普通株式の出来高、

値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる取引所）における当社普通株式の普通取引の

終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値（円位未満小数第２位を四捨五入して、小数第１

位まで算出。）とする。

ⅱ 上記行使価額調整式において「既発行株式数」とは、基準日がない場合は調整後行使価額を適

用する日の１ヶ月前の日、基準日がある場合は基準日における当社普通株式に係る発行済株式
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総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。

ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。

（２）調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。

① 上記(１)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基

準日（基準日を定めないときは、その効力発生日）の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発

生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が

当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の

終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の

終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の

終結の日までに本新株予約権を行使した（当該本新株予約権を行使することにより交付を受ける

ことができる株式の数を、以下「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付

する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切

り捨てる。

新規発行株式数＝
（調整前行使価額―調整後行使価額）×分割前行使株式数

調整後行使価額

② 上記(１)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日（払込期

間が設けられたときは、当該払込期間の最終日）の翌日以降（基準日がある場合は当該基準日の

翌日以降）、これを適用する。

（３）上記(１)①及び②に定める場合の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の

会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる

割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

（４）行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に通知又

は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以

後速やかに通知又は公告するものとする。

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社

が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる

場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の

効力発生日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸

収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき

株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前にお

いて残存する本新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それ

ぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会

社」という。）の本新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合において

は、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以

下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

― 4 ―

2023年11月24日 16時22分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて

決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)２で定められる行使価額を

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(３)に従って決定され

る当該本新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を

行使することができる期間の満了日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事

項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」に準じて決定す

る。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するも

のとする。

（８）新株予約権の取得条項

下記①、②、③、④、⑤又は⑥の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会の決議が不

要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合。）は、当社の取締役会が別途定める日に、当社

は無償で本新株予約権の一部又は全部を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④当社が完全子会社となる株式交付計画承認の議案

⑤当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要す

ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑥新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当

社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を

取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

上記のほか、「新株予約権の行使の条件」の定めにより本新株予約権の行使ができなくなった場合、

当社は無償で当該本新株予約権の一部又は全部を取得することができる。

（９）新株予約権の行使の条件

「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
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５．端数がある場合の取扱い

本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、こ

れを切り捨てるものとする。

６．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

(３) その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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連結株主資本等変動計算書

(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 521,191 486,891 968,541 △684 1,975,938

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属
する当期純利益

508,834 508,834

自己株式の取得 △270,313 △270,313

自己株式の処分 △425 19,134 18,709

利益剰余金から
資本剰余金への振替

425 △425 -

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 - - 508,409 △251,179 257,230

当 期 末 残 高 521,191 486,891 1,476,949 △251,863 2,233,167

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 112,896 2,972 115,868 - 2,091,805

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属
する当期純利益

508,834

自己株式の取得 △270,313

自己株式の処分 18,709

利益剰余金から
資本剰余金への振替

-

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
44,812 △568 44,244 21,997 66,241

当 期 変 動 額 合 計 44,812 △568 44,244 21,997 323,470

当 期 末 残 高 157,707 2,404 160,112 21,997 2,415,276
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連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数 １社

連結子会社の名称

台灣惠頂益股份有限公司

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

当連結会計年度において、連結子会社である台灣惠頂益股份有限公司の決算日を６月30日から９月30日

に変更しております。この決算日変更により、当連結会計年度は2022年７月１日から2023年９月30日まで

の15ヶ月間の損益を連結しております。当該決算変更により連結計算書類に与える影響は軽微でありま

す。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも

の）

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によっております。

② デリバティブ

時価法を採用しております。

③ 棚卸資産

仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

(ただし、2016年４月１日以降取得した建物については定額法を採用しております。)

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３年～18年

工具、器具及び備品 ３年～15年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

自社利用のソフトウエア ２～５年

市場販売目的のソフトウエア １年

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

なお、当連結会計年度においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等もないため、貸倒引当金

を計上しておりません。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年度の負

担額を計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。また、収

益は、顧客との契約において約束された対価から販売奨励金等の顧客に支払われる対価を控除した金額

で測定しております。なお、顧客との契約の履行義務に対する対価は、履行義務の充足前に契約負債と

して受領する場合を除き、履行義務充足後、概ね１年以内に受領しており、契約における重要な金融要

素は含んでおりません。

① HENNGE One事業

企業が利用する様々なクラウドサービスに対して横断的に、セキュアなアクセスとシングルサインオ

ンを実現するサービスを提供しております。主にSaaSの形態でサービスを提供しており、サービス料を

年額で定額課金するサブスクリプション型のため、契約期間にわたってサービスを提供する義務があ

り、契約に定められたサービス提供期間で義務を履行するにつれて顧客が便益を享受すると考えられる

ことから、契約に定められたサービス提供期間にわたり収益を認識しております。
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② プロフェッショナル・サービス及びその他事業

主にメールを携帯・PC・スマートフォンに大量かつ高速に配信するクラウド型のメール配信サービス

や、メールをセキュアに大量かつ高速に配信するオンプレミス型のメール配信パッケージソフトウエア

を提供しております。クラウド型については、契約期間にわたってサービスを提供する義務があり、契

約に定められたサービス提供期間で義務を履行するにつれて顧客が便益を享受すると考えられることか

ら、契約に定められたサービス提供期間にわたり収益を認識しております。オンプレミス型について

は、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンスが供与される時点で知的財産を使用す

る権利に該当するため、一時点で収益を認識しております。また、オンプレミス型に係るサポートサー

ビスについては、契約期間にわたってサービスを提供する義務があり、契約に定められたサービス提供

期間で義務を履行するにつれて顧客が便益を享受すると考えられることから、契約に定められたサービ

ス提供期間にわたり収益を認識しております。

(5) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処

理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調

整勘定に含めて計上しております。

５．金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
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会計方針の変更に関する注記
時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価

算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適

用することとしております。なお、連結計算書類に与える影響はありません。

会計上の見積りに関する注記
翌連結会計年度の連結計算書類等に重要な影響を及ぼすリスクがある会計上の見積りはありません。

連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 155,025千円

連結株主資本等変動計算書に関する注記
当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 32,500,600株

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については安全性の高い預金等に限定し、資金調達については自己資金で賄っており

ます。

デリバティブは、為替の変動リスクに対するヘッジ目的のために利用し、投機的な取引は行いません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、外貨建てのものについては、為替の変動

リスクに晒されております。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。

敷金及び保証金は、主に事業所等の建物の賃借に伴うものであり、これらは貸主の信用リスクに晒され

ております。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのすべてが１年以内の支払期日となっておりますが、外貨建て

のものについては、為替の変動リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、外貨建て仕入れの決済資金の調達における為替の変動リスクのヘッジを目的とし

た取引であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク管理

取引先ごとに残高及び回収期日を管理し、取引先の状況を定期的にモニタリングすることで、財務状
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況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 市場リスク管理

為替変動リスク及び市場価格変動リスクについては、損失を最小限に抑えるため、為替の変動及び投

資先の財務状況を定期的にモニタリングしております。

③ 流動性リスク管理

当社は財務部門にて、手許流動性を加味した予定資金繰表を適時に作成することで、流動性リスクを

管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価額に基づく価額のほか、市場価額のない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 投資有価証券 216,281 216,281 －

(2) 敷金及び保証金 256,850 235,568 △21,282

資産計 473,131 451,849 △21,282

(3)デリバティブ取引 29,174 29,174 －

（注１）「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」は、現金であること、及び短期

間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから注記を省略しております。

（注２）市場価格のない株式等は「(1) 投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照

表計上額は以下のとおりであります。

(単位：千円)

区分 当連結会計年度

非上場株式 231,751

投資事業組合出資金 108,332

投資事業組合出資金は「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号

2021年６月17日）第24-16項に従い、時価開示の対象とはしておりません。

（注３） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな

る項目については△で示しております。
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

(単位：千円)

区分 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 216,281 － － 216,281

デリバティブ取引

通貨関連 － 29,174 － 29,174

資産計 216,281 29,174 － 245,455

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

(単位：千円)

区分 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 235,568 － 235,568

資産計 － 235,568 － 235,568

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その

時価をレベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引

通貨オプションの時価は、取引金融機関から提示された公正価値を使用しているため、レベル２の時

価に分類しております。
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敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価については、返還予定時期を合理的に見積り、将来キャッシュ・フローを国債

の利回りで割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。

収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

売上区分 金額

千円

HENNGE One事業 6,249,695

プロフェッショナル・サービス及びその他事業 525,851

顧客との契約から生じる収益 6,775,545

その他の収益 －

外部顧客への売上高 6,775,545

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注

記等 ４．会計方針に関する事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会

計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期

に関する情報

(1) 契約負債の残高等

金額

千円

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 115,304

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 169,955

契約負債（期首残高） 2,350,583

契約負債（期末残高） 2,815,997

契約負債は、主として顧客からの前受収益に関するものであります。契約負債は収益の認識に伴い取

り崩されます。なお、当連結会計年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債に含まれていた金額
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は2,114,386千円であります。
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(2) 残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりでありま

す。

金額

千円

１年以内 2,791,415

１年超 24,582

合計 2,815,997

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 74円 17銭

２．１株当たり当期純利益 15円 75銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 521,191 486,891 - 486,891 1,053,996 1,053,996

当期変動額

当期純利益 556,093 556,093

自己株式の取得

自己株式の処分 △425 △425
利益剰余金から資

本剰余金への振替
425 425 △425 △425

株主資本以外の項

目の当期変動額

（純額）

当期変動額合計 - - - - 555,668 555,668

当期末残高 521,191 486,891 - 486,891 1,609,665 1,609,665

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △684 2,061,394 112,896 112,896 - 2,174,289

当期変動額

当期純利益 556,093 556,093

自己株式の取得 △270,313 △270,313 △270,313

自己株式の処分 19,134 18,709 18,709
利益剰余金から資

本剰余金への振替
- -

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
44,812 44,812 21,997 66,808

当期変動額合計 △251,179 304,489 44,812 44,812 21,997 371,297

当期末残高 △251,863 2,365,883 157,707 157,707 21,997 2,545,587
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも

の）

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によっております。

② デリバティブ

時価法を採用しております。

③ 棚卸資産

仕掛品

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

(ただし、2016年４月１日以降取得した建物については定額法を採用しております。)

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３年～18年

工具、器具及び備品 ３年～15年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

自社利用のソフトウエア ２～５年

市場販売目的のソフトウエア １年
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(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

なお、当事業年度においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等もないため、貸倒引当金を計

上しておりません。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額

を計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義

務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。また、収益は、顧

客との契約において約束された対価から販売奨励金等の顧客に支払われる対価を控除した金額で測定し

ております。なお、顧客との契約の履行義務に対する対価は、履行義務の充足前に契約負債として受領

する場合を除き、履行義務充足後、概ね１年以内に受領しており、契約における重要な金融要素は含ん

でおりません。

① HENNGE One事業

企業が利用する様々なクラウドサービスに対して横断的に、セキュアなアクセスとシングルサインオ

ンを実現するサービスを提供しております。主にSaaSの形態でサービスを提供しており、サービス料を

年額で定額課金するサブスクリプション型のため、契約期間にわたってサービスを提供する義務があ

り、契約に定められたサービス提供期間で義務を履行するにつれて顧客が便益を享受すると考えられる

ことから、契約に定められたサービス提供期間にわたり収益を認識しております。

② プロフェッショナル・サービス及びその他事業

主にメールを携帯・PC・スマートフォンに大量かつ高速に配信するクラウド型のメール配信サービス

や、メールをセキュアに大量かつ高速に配信するオンプレミス型のメール配信パッケージソフトウエア

を提供しております。クラウド型については、契約期間にわたってサービスを提供する義務があり、契

約に定められたサービス提供期間で義務を履行するにつれて顧客が便益を享受すると考えられることか

ら、契約に定められたサービス提供期間にわたり収益を認識しております。オンプレミス型について

は、ライセンスを顧客に供与する際の約束の性質が、ライセンスが供与される時点で知的財産を使用す

る権利に該当するため、一時点で収益を認識しております。また、オンプレミス型に係るサポートサー

ビスについては、契約期間にわたってサービスを提供する義務があり、契約に定められたサービス提供

期間で義務を履行するにつれて顧客が便益を享受すると考えられることから、契約に定められたサービ

ス提供期間にわたり収益を認識しております。
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(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理して

おります。

(6) 金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
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会計方針の変更に関する注記
時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定

める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する

こととしております。なお、当事業年度の計算書類に与える影響はありません。

会計上の見積りに関する注記
翌事業年度の計算書類等に重要な影響を及ぼすリスクがある会計上の見積りはありません。

貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 155,025千円

２．関係会社に対する金銭債権・債務

関係会社に対する短期金銭債権 17,800千円

関係会社に対する短期金銭債務 6,080千円

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高

販売費及び一般管理費 5,981千円

営業取引以外の取引による取引高

営業外収益 4,002千円

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当該事業年度
期首の株式数

当該事業年度
増加株式数

当該事業年度
減少株式数

当該事業年度
末の株式数

普通株式 276株 250,441株 17,700株 233,017株

（注）１.自己株式の増加は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得250,000株、譲渡制限付株式報酬の権利

失効による無償取得400株等によるものであります。

２.自己株式の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分17,700株によるものであります。
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税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 14,441千円

賞与引当金 64,055

株式報酬費用 11,392

ソフトウエア 26,238

減価償却超過額 11,732

資産除去債務 18,887

投資有価証券評価損 17,515

関係会社株式評価損 24,196

その他 13,952

繰延税金資産小計 202,409

評価性引当額 △60,646

繰延税金資産合計 141,763

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △9,661

その他有価証券評価差額金 △56,375

繰延税金負債合計 △66,036

繰延税金資産の純額 75,727

関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。

収益認識に関する注記
連結注記表の「収益認識に関する注記」と同一であるため、記載を省略しております。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 78円 21銭

２．１株当たり当期純利益 17円 22銭
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重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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